
　

函
館
地
方
法
務
局
で
は
、
司
法

書
士
会
、
土
地
家
屋
調
査
士
会
、
弁

護
士
会
等
と
連
携
し
、日
常
生
活
の

様
々
な
心
配
ご
と
、
困
り
ご
と
な
ど

に
関
す
る
相
談
を
無
料
で
受
け
付

け
す
る
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

【
日
時
お
よ
び
会
場
】

　

10

月
5
日
（
日
）

・
八
雲
会
場

　
　

八
雲
地
方
合
同
庁
舎

　

午
前
10

時
〜
午
後
3
時

・
函
館
会
場

　
　

函
館
地
方
合
同
庁
舎

　

午
前
10

時
〜
午
後
4
時

【
相
談
例
】

・
土
地
、
建
物
、
会
社
に
関
す
る

　

登
記
手
続

・
土
地
の
測
量
、
隣
地
と
の
境
界

　

ト
ラ
ブ
ル

・
地
代
、
家
賃
の
供
託

・
い
じ
め
、
虐
待
、
Ｄ
Ｖ
、
イ
ン

　

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
誹
謗
中
傷

　

等
の
人
権
に
関
す
る
問
題

・
認
知
症
高
齢
者
の
財
産
管
理
な

　

ど
の
成
年
後
見
制
度

・
遺
言
書
の
書
き
方
ほ
か
、
相
続

　

に
関
す
る
問
題

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
サ
ラ
金
に
よ
る

　

多
重
責
務
、
借
金
返
済
、
自
己

　

破
産
な
ど

【
試
験
日
】
11

月
16

日
（
日
）

【
申
請
期
間
】

・
電
子
申
請

　

10

月
3
日
（
金
）
〜10

月
11

日
（
土
）

・
書
面
申
請

　

10

月
6
日
（
月
）
〜10

月
14

日
（
火
）

【
試
験
の
種
類
】

○
危
険
物
取
扱
者
試
験

・
甲
種

・
乙
種
（
第
1
類
〜
第
6
類
）

・
丙
種

○
消
防
設
備
士
試
験

・
甲
種
（
第
1
類
〜
第
5
類
）

・
乙
種
（
第
1
類
〜
第
7
類
）

【
試
験
地
】
函
館
市
他

※
証
明
書
等
の
提
出
が
必
要
な
場

　

合
は
、
書
面
に
よ
る
申
請
と
な

　

り
ま
す
。
詳
し
く
は
消
防
試
験

　

研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
八
雲
消
防
署
予
防
第
1
・
2
係

　

1

0
1
3
7
―
63

│
2
6
8
6

・
熊
石
消
防
署
予
防
係

　

1

０
１
３
９
８
―
２
―
３
３
９
３

【
予
約
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

10

月
3
日
（
金
）
ま
で
の
平
日

午
前
8
時
30

分
〜
午
後
5
時
15

分

・
八
雲
会
場

（
函
館
地
方
法
務
局
八
雲
支
局
）

　

1

0
1
3
7
―
62

│
2
2
0
8

・
函
館
会
場

（
函
館
地
方
法
務
局
総
務
課
）

　

1

0
1
3
8
―
23

│
7
5
1
1

　

北
海
道
財
務
局
の
専
門
の
相
談

員
が
「
借
金
の
悩
み
」
を
親
身
に

な
っ
て
お
聴
き
し
、
あ
な
た
に

合
っ
た
解
決
方
法
を
提
案
し
ま

す
。
「
預
金
・
融
資
、
保
険
な
ど

金
融
全
般
」
の
相
談
を
無
料
で
受

け
付
け
ま
す
。

【
日
時
】
9
月
26

日
（
金
）

午
前
9
時
〜
午
後
4
時

※
正
午
〜
午
後
1
時
ま
で
を
除
く

【
会
場
】
函
館
地
方
合
同
庁
舎

（
函
館
市
新
川
町
25

番
地
18

号
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

北
海
道
財
務
局
相
談
員
直
通

　

1

０
１
１
―
８
０
７
―
５
１
４
４

試　
　

験

函
館
地
方
法
務
局

「
全
国
一
斉
！

 
法
務
局
休
日
相
談
所
」

　
　
　
　

を
開
設
し
ま
す

危
険
物
取
扱
者
試
験
・

　
　
　

消
防
設
備
士
試
験

北
海
道
財
務
局

「
借
金
・
金
融
一
般
相
談
会
」

を
開
催
し
ま
す

■
弁
護
士
な
ど
に
法
的
問
題
に
つ
い
て
相
談
す
る
こ
と
を
法
律
相
談
と

言
い
ま
す
。
法
律
相
談
は
一
昔
前
は
、
な
じ
み
の
薄
い
も
の
だ
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
最
近
は
国
民
の
間
に
法
律
に
従
っ
て
問
題
を
解
決

し
よ
う
と
い
う
意
識
が
根
付
い
て
き
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
バ
ラ
エ

テ
ィ
番
組
の
お
陰
か
、
徐
々
に
広
く
浸
透
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ま
す
。

■
と
こ
ろ
で
、
法
律
相
談
を
受
け
る
に
も
、
い
く
つ
か
「
コ
ツ
」
が
あ

り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
第
一
に
「
な
る
べ
く
早
く
相
談
す
る
こ
と
」
で

す
。
法
的
な
問
題
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
段
階
で
あ
っ
て
も
、
相

談
す
る
こ
と
で
後
の
失
点
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

気
に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ま
ず
相
談
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

■
第
二
に
「
資
料
は
な
る
べ
く
た
く
さ
ん
持
参
す
る
こ
と
」
で
す
。
法

的
問
題
が
起
き
た
と
き
、
そ
れ
に
関
す
る
資
料
が
手
元
に
残
っ
て
い
る

こ
と
も
多
い
は
ず
で
す
。
単
な
る
メ
モ
で
も
よ
い
の
で
資
料
を
た
く
さ

ん
持
参
し
て
頂
け
れ
ば
、
弁
護
士
は
、
問
題
を
的
確
に
と
ら
え
、
よ
り

よ
い
ア
ド
バ
イ
ス
が
で
き
ま
す
。

■
第
三
に
「
自
分
に
不
利
な
こ
と
で
も
包
み
隠
さ
ず
に
話
す
こ
と
」
で

す
。
相
談
者
の
方
が
不
利
だ
と
思
っ
て
も
そ
う
で
は
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
。
何
よ
り
不
利
な
事
実
を
隠
し
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て

も
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
綻
び
が
生
じ
れ
ば
、
本
来
得
ら
れ
た
利
益
も

失
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■
法
テ
ラ
ス
八
雲
法
律
事
務
所
で
も
、
随
時
、
法
律
相
談
を
受
け
付
け

て
お
り
ま
す
。
ご
相
談
は
原
則
と
し
て
電
話
予
約
制
と
さ
せ
て
頂
い
て

お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
法
律
相
談
の
コ
ツ
を
事
前
に
お
伝
え
し
て
ご
準

備
し
て
頂
く
た
め
で
も
あ
り
ま
す
。
も
し
、
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
場

合
に
は
、
1

0
5
0
│
3
3
8
3
│
8
3
6
6
ま
で
お
気
軽
に
お
電
話

を
お
寄
せ
下
さ
い
。
ま
た
、「
法
テ
ラ
ス
江
差
法
律
事
務
所
（
1

0
5
0

│
3
3
8
3
│
5
5
6
3
）
」
で
も
、
ご
相
談
を
承
っ
て
お
り
ま
す
の

で
あ
わ
せ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い

法
テ
ラ
ス
八
雲
通
信
vol.

27

法
律
相
談
の
コ
ツ

法
テ
ラ
ス
八
雲
法
律
事
務
所　

弁
護
士　

森
田　

了
導

〈
広
告
〉
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